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補助制度導入に至る背景

●背景
・適正に管理されない空き家の増加
（例：平成１８年豪雪時における除雪の未実施等）

・管理不全による市民の生命、身体及び財産へ危害が懸念

老朽危険空き家の除却を促進、市民の安全安心を確保

○「老朽危険空き家除却費補助金」を創設
○「危険空き家ＳＯＳ相談窓口」を開設

・「私有財産の管理は所有者が行う」ことが原則
→空き家所有者の確定と適正な管理を依頼

市民からの苦情、
対応要望の増加

・空き家の除却に伴う補助制度の検討
→危害懸念の排除から、即効性、実効性が期待できる制度導入



老朽危険空き家の特定と対応

①危険度の確認
・「老朽危険空き家」に該当するか、建物の危険度を確認する。

②所有者の特定
・税担当、戸籍担当の関係課との協力。

③所有者への適正管理指導
・老朽危険空き家の所有者に対して、文書等により適正な管理を指導する。

④制度周知と除却費補助
・経済的な理由により老朽危険空き家の除却ができない世帯に対して、
その費用の一部を補助。



上越市老朽危険空き家除却費補助金
●目的
市民の生命、身体及び財産への危害が懸念される空き家の所有者等に
解体費などを補助し、老朽危険空き家の除却促進を図り、市民の安全安心
を確保する。

●対象となる建物
上越市内にある「老朽危険空き家（※）」に該当する建物
※現在使用していない住家で、市の調査によって周囲の建物や通行人に
被害を及ぼす恐れがあると判定された建物

●補助対象者
①空き家の所有者
②空き家の所有者の法定相続人
※いずれも市税の滞納がなく、市民税所得割が非課税の世帯に限定

●補助金の額
解体工事費の２分の１の額（上限５０万円）
※一人につき、１回の交付を限度とする。

●期間
３年間（平成２５年度～平成２７年度）



老朽危険空き家の判定基準

判定区分 評価項目 評価内容

調
査
Ⅰ
周囲に対する危険

⑴隣地・隣接建物への影響
空き家の外壁と隣地との間隔がおおむ
ね３メートル以内である。

⑵道路・通行人への影響
空き家の外壁と隣接する道路との間隔
がおおむね３メートル以内である。

調
査
Ⅱ

１建築資材等の
飛散、落下等
の危険

⑴軒・屋根 軒、屋根等に著しい損傷箇所がある。

⑵外壁・外装材
外壁、外装材等に著しい損傷箇所があ
る。

２倒壊、屋根雪
の危険

⑴基礎・柱
基礎、土台、柱又ははりの腐朽、損壊
又は変形が著しく、倒壊の危険がある。

⑵雁木
雁木の柱の損壊、傾き等が著しく、倒
壊の危険がある。

⑶屋根雪

①隣地・隣接建物
への影響

屋根雪が落下し、隣接の建物に被害を
及ぼす危険がある。

②道路・通行人へ
の影響

屋根雪が落下し、道路に及ぶ。

※ 調査Ⅰの評価項目のいずれかに該当し、かつ、調査Ⅱの調査項目の
いずれかに該当する場合に「老朽危険空き家」に判定する。



実績及び効果

●平成２５年度補助金交付実績
相談件数：３８件 （危険空き家ＳＯＳ相談窓口）
→上記のうち、現場確認で老朽危険空き家と判定されたもの：２０件
補助金申請件数：１２件
補助金支出金額：５，１６７，０００円

●効果
・周辺への危害が懸念される老朽危険空き家の除却促進
→空家の管理に苦慮していたが、補助金の交付により除却に踏み切る
ことができた（補助金申請者の声）

・市民の生命、身体、財産の保護に寄与



まとめ

●今後の取り組み
・補助事業の継続的な周知（広報誌、空き家所有者への直接通知
等）による啓発

・補助事業の効果・検証（補助事業の継続についての検討）

●課題
・所有者が特定できない空き家に対する対応

・適正管理要請に応じない所有者への対応




